
議 会 運 営 委 員 会 協 議 結 果  

日時:令和４年１２月１４日（水） 

午前１０時００分 

場所:委員会室 

 

１．委員会審査結果及び討論の有無等について（資料１、Ｐ３） 

討論の通告:１件  

鈴木健一議員 議案第８４号、第８５号、第９０号に対する反対討論 

 

【江原包光局⾧】各常任委員会の審査結果は資料１のとおりです。採決方法は、７４号から

８３号は一括採決、８４号、８５号は個別採決、８６号から８９号は一括

採決、９０号は個別で採決、９１号、９２号は一括採決で行います。いずれ

も電子採決システムによります。前回の会議で、議案の採決は基本的には電子

採決で行うことに決定していただきました。その基本的に、のところが詳細になっ

ていなかったので確認させていただきます。議案採決に関わるものは電子採決と

なりますが、例えば、会期の決定、会議の延会、特別委員会の廃止、議員派

遣などについては、従前どおり簡易採決で行います。この点も含め、ご協議お願

いします。 

【沢田清委員⾧】説明のとおりでよろしいですか。 

         ≪ 了承 ≫ 

【江原包光局⾧】委員⾧報告は副委員⾧が行うと聞いておりますのでよろしくお願いします。 

 

 

２．半田市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について（資料２、P５） 

   討論通告締切 議会運営委員会終了１０分後 

 

【江原包光局⾧】１１月２９日の議運で条例案をお示し、その後名古屋地方検察庁との協議

も終わりまして、総務課の文書法規担当による最終チェックの結果、誤字脱字

等の修正がありました。一部修正したものを資料としてお示ししております。資

料には修正箇所に黄色に色づけしてあります。この後ご協議いただくことになり

ますが、ご協議が整えば、先例により 5 ページのとおり正副委員⾧が提出者、

委員が賛成者という形で提出していただくことになります。 

【沢田清委員⾧】細かな修正が入りましたが、前回お示しした内容での条例案となります。正副



委員⾧が提出者、委員が賛成者として議員提出議案を提出することでよろし

いですか。 

         ≪ 了承 ≫ 

【沢田清委員⾧】そのように手続きを進めますのでよろしくお願いします。 

 

 

３．常任委員会の中間報告について 

   総務委員会 

   文教厚生委員会 

   建設産業委員会 

 

【江原包光局⾧】今定例会最終日に、３常任委員会が、閉会中の調査事項の中間報告をしま

すのでご報告します。 

【沢田清委員⾧】３常任委員会が中間報告を行うということです。よろしくお願いします。 

 

 

４．特別委員会の報告について 

   ふるさと納税調査特別委員会 

 

【江原包光局⾧】今定例会最終日に、ふるさと納税調査特別委員会が、委員会報告をします

のでご報告します。報告後、先例に従い、当特別委員会は廃止とすることでよ

ろしいですか。 

【沢田清委員⾧】ふるさと納税調査特別委員会が報告を行います。その後、当特別委員会は

廃止とすることでよろしいですか。 

         ≪ 了承 ≫ 

【江原包光局⾧】特別委員会廃止の採決は、これまで通り簡易採決でよろしいですか。 

【沢田清委員⾧】先ほど協議したとおりで、簡易採決で行いますがよろしいですか。 

         ≪ 了承 ≫ 

 

 

５．令和５年第１回半田市議会定例会の会期について（資料３、Ｐ２８） 

２月２０日（月）～３月２７日（月） ３６日間 

 



【江原包光局⾧】3 月定例会は 2 月２０日から 3 月２７日も３６日間です。一般質問の通

告が 2 月１３日、ヒアリングが 2 月１４，１５日です。初日に市⾧施政方針

の後、午後３時に代表質問の通告締切、ヒアリングは翌２１日の正午となっ

ています。 

【沢田清委員⾧】ただいまの説明のとおりです。よろしくお願いします。 

 

 

６．令和５年第２回半田市議会臨時会の会期について（資料４、Ｐ２９） 

３月３１日（金） １日間 

 

【江原包光局⾧】3月臨時会は、3月３１日の1日間です。内容としては、市税条例の一部改

正が予定されているとのことです。3 月２７日の 3 月定例会閉会後に、告示、

議運、全協の予定です。資料の訂正をお願いします。表の下の２行目、３月

２７日（金）となっていますが、正しくは、３月２７日（月）です。お詫びし

て訂正いたします。 

【沢田清委員⾧】ただいまの説明のとおりです。よろしくお願いします。 

 

 

７．議会事業評価プロジェクトからの報告について（資料５、P３０） 

 

【山本半治副議⾧】今年度の事業評価を終えて、その実施方法について検証結果をまとめまし

たので報告します。・・・資料５に基づき説明・・・。 

【沢田清委員⾧】ただ今の報告の内容、来年度の委員会へ申し送りるということにしたいと思い

ますがご意見ありますか。 

         ≪ 意見等なし ≫ 

【沢田清委員⾧】それでは、ただ今の報告のとおりとしますのでよろしくお願いします。 

【鈴木幸彦議⾧】山本座⾧はじめ、プロジェクトのメンバーの皆様、何度も会議を重ねていただ

きまして、いい形のものができたと思っています。大変お疲れさまでした。これで

一旦、議会事業評価プロジェクトを解散することとします。ご協力ありがとうござ

いました。 

 

 

８．令和５年度議会関係当初予算について（資料６、P３６） 



 

【新美恭子課⾧】１１月２９日の会議で説明させていただいた令和５年度議会関係の予算に

ついて、追加がありますので説明します。資料の赤色で表示している部分で、

山車まつり招聘事業の招聘客用桟敷席代について、実行委員会または観光課

で準備する計画で進めていましたが、この度、半田市全体の予算をみる中で、

議会関係分は議会費で計上することになりました。7000 円の 30 席分を予定

しています。 

【沢田清委員⾧】ご質疑ありますか。 

        ≪ 質疑等なし ≫ 

【沢田清委員⾧】説明のとおりですのでよろしくお願いします。 

 

 

９．議会運営委員会の閉会中の調査報告について（資料７、P３７） 

    

【沢田清委員⾧】閉会中の調査テーマである「ICT 化に伴う情報管理について」視察の結果と、

議員勉強会の結果を受けて、議運としてのまとめ案を作成しました。項番３の

総括の１行目の一文、「議員が議員活動を通じて得た情報は、当該議員の責

任において管理しなければならない。」を先例に残したらどうかと考えますがいか

がでしょうか。 

    ≪ 了承 ≫ 

【沢田清委員⾧】それではこれを令和 4 年度の議運の閉会中のまとめとして、総括の１行目の

一文を先例に残すことにしますので、事務局でよろしくお願いします。 

 

 

１０．その他 

（１）議会運営委員会の開催について 

２月１６日（木） 午前１０時００分 委員会室 

３月  ７日（火） 本会議終了後    委員会室 

３月２３日（木） 午前１０時００分 委員会室 

３月２７日（月） 本会議終了後    委員会室 

 

【江原包光局⾧】2 月 16 日は 3 月定例会の会期日程等を調整するもの、3 月 7 日は 3 月

定例会の補正予算の審査結果、採決方法などの確認、3 月 23 日は、3 月定



例会最終日の採決方法などの調整、3 月 27 日は 3 月臨時会の告示です。 

【沢田清委員⾧】局⾧の説明のとおりですので、よろしくお願いします。 

 

（２）全員協議会の開催について 

１月１０日（火） 午後 １時３０分   全員協議会室 

２月１６日（木） 午前１０時００分 午後１時３０分  全員協議会室 

２月２１日（火） 午後 １時３０分 午前９時３０分  全員協議会室 

３月２７日（月） 本会議・議会運営委員会終了後 全員協議会室 

※令和５年３月２３日および令和６年３月２１日の全員協議会は開催しない 

 

【江原包光局⾧】１月１０日は懸案事項、2 月１６日は 3 月定例会の議案関係、2 月２１

日は懸案事項、3 月 27 日は 3 月臨時会の議案関係です。1 月１０日と 2

月２１日は案件がなければ中止となります。また年間計画で 3 月２３日に

予定されていた全協はなくなりました。来年度令和６年の３月２１日も開催

しないことになりました。 

【沢田清委員⾧】局⾧の説明のとおりですので、よろしくお願いします。 

 

 

（３）本会議における補足映像の使用について 

      先例集６-５の事例、運用、参考、参照集 「IＣＴ機器の活用について」 

「資料に係る著作権関係の必要な手続きは、使用者が対応」 

 

【江原包光局⾧】１２月定例会の一般質問の補足映像で、著作権にかかる手続きが必要なも

のが漏れていたという事案が発生しました。補足映像の使用については、先例

では「資料に係る著作権関係の必要な手続きは、使用者が対応」となっており

ますので、そのような運用がされていると思いますが、今後も、今一度ご確認を

いただきながら、ご留意いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

【沢田清委員⾧】会派でも徹底していただくようお願いします。しばらく休憩します。 

【沢田清委員⾧】会議を再開します。著作権に関する勉強会をやってはどうかという提案もありま

すが、改選後に考えていくことにします。補足映像使用申請書の様式に、著作

権等に関する確認は済んでいるか、本人確認欄を追加することにしたいと思い

ますがよろしいですか。 

         ≪ 了承 ≫ 



【江原包光局⾧】例えば新聞の記事を使うとなると著作物ですので著作権が発生しますので申

請が必要です。人が写っている写真なら肖像権が発生しますので本人さんの

了解など必要です。インターネット上にいろいろな情報が飛び交っています。そ

の情報の信憑性、妥当性についても確認をいただいた上で使っていただきたい

です。改めてお願いいたします。 

【沢田清委員⾧】しばらく休憩します。 

【沢田清委員⾧】会議を再開します。今回のことで、皆さんで課題を共有できてよかったと思いま

す。 

 

（４）地方自治法の一部改正について（資料８、P３８） 

 

【江原包光局⾧】地方自治法の一部を改正する法律が 12 月 10 日に可決成立しましたので、

全国市議会議⾧会から通知がありました。今回の改正は、議会三団体が要望

していたものです。・・・資料に基づき説明・・・。 

【沢田清委員⾧】説明のとおりですので、ご承知おきください。 

 

 

（５）議会フロアの年末ごみ処分について 

    １２月１６日（金）までに、５階水屋へ 

    ※個人情報等償却が必要な書類、リサイクルセンターで受入可能な資源 

 

【江原包光局⾧】１２月１９日に事務局で年末の倉庫の整理を行うので、リサイクルセンター

とゆめくりんにまとめて搬入する予定です。会派室で捨てるものがありましたら、

焼却ごみと資源に分けて、１２月１６日中に５階フロアの水屋へお出しくださ

い。焼却ごみと資源のみですのでよろしくお願いします。 

 

（６）その他 

 

【沢田清委員⾧】その他、何かありますか。 

【江原包光局⾧】１点目、子育て相談課⾧は本日から１２月２８日まで不在となります。２点

目、本日午後１時３０分から全員協議会、その後、議場で電子採決システム

の本番さながらの研修会、その後、政務活動費管理委員会、その後、政治倫

理審査会が行われます。開始時刻はその都度ご連絡させていただきます。３点



目、電子採決システムについて、慣れていないから操作がわからないということも

あろうかと思います。また画面がフリーズしてしまった、機器が故障してしまったと

いうこともあると思います。そういう場合には、挙手していただいて「議⾧、休憩お

願いします」と言っていただくと、議⾧に休憩をとっていただいて、事務局が対応

させていただきます。対処に時間がかかるということになれば、議運を開いていた

だいて、採決方法の変更などについて検討するということになろうかと思います。

この件について、ご協議お願いします。 

【沢田清委員⾧】機器のトラブルなどの場合には、挙手して「議⾧、休憩お願いします」と言う、

議⾧に休憩をとっていただいて対応する。対処に時間がかかるということになれ

ば、議運を開いて採決方法の変更などを協議していくということでよろしいです

か。 

         ≪ 了承 ≫ 

【江原包光局⾧】この場でご了承いただきましたので、本日午後の研修会の中でも改めて説明

させていただきます。 

【嶋崎昌弘委員】タブレットを自宅に忘れてきてしまった場合はどうするのか。 

【江原包光局⾧】議員が自ら忘れてこられたというのは想定しておりませんが、事務局職員が使

用しているタブレットを代替機として使用していただくことになると思います。電子

採決システムを導入するのは、市民の方も含めて、表決、議決結果を見える化

するためですので、忘れたということになれば、採決方法を変更するというよりは、

代替機で運用できればそうしていくのが本筋だと思います。 

【小出義一委員】代替えがきくということであれば、議運を開かなくてもいいと思いますがいかが

ですか。 

【江原包光局⾧】再起動してすぐに復旧する場合もありますし、タブレットそのものが使えなけれ

ば代替機で行う場合もありますし、その時間もわかりませんので、必要であれば

議運を開いていいただきたいと思います。 

【沢田清委員⾧】その場の対応ということになろうかと思いますのでよろしくお願いします。今日の

全員協議会で、市⾧特任顧問に質問はできるのか。 

【江原包光局⾧】まずご本人の思いなどを話してもらいます。その後に質疑を予定しています。 

【石川英之委員】例えば資料５ページから２７ページまであって、縦書きなので左右に並べてみ

ると読みづらい。こういう資料だけ別ファイルにして右から左にめくっていくことはで

きますか。 

【江原包光局⾧】資料ごとに置くこともできますし、右から左に読んでいくこともできます。 

【新美恭子課⾧】右から左に読んでいくこともできますので、今後、縦書きの場合は別資料とする



ことにします。 

【渡邉昭司委員】前に言ったかもしれませんが、LINEWORKS のカレンダーに所属する委員会

以外のものも載せてもらえないですか。 

【沢田清委員⾧】しばらく休憩します。 

【沢田清委員⾧】会議を再開します。カレンダーの運用の件は、ICT 化推進プロジェクトで検討

していただくことにします。 

【沢田清委員⾧】ほかにありませんか。 

         ≪ なし ≫ 

 


